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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、「Empower Data, Innovate the Business, Shape the Future.情報に価値を、企業に変革を、社会に未来を。」をビジョンに掲げ、データに価

値を与え、企業にイノベーションをもたらすことで、より良い社会の実現を目指しています。また「Build the Trust」という考え方のもと、「相手の期待

を超える結果を出し、信頼される。」ことを当社のコアバリューと位置付けており、株主及び顧客の皆さまをはじめとするステークホルダー（利害関
係者）からの信頼の獲得による持続的な事業発展、企業価値の向上に取り組んでいます。

これらの実現に向けて、事業環境の変化に対応した迅速な意思決定、経営の健全性・効率性の確保並びにコンプライアンス（法令遵守）の徹底が
不可欠であり、適切なコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２④ 議決権プラットフォームの利用、招集通知の英訳】

当社は、現時点では、議決権電子行使プラットフォームの利用及び招集通知の英訳をしておりませんが、上場後は議決権電子行使プラットフォー
ムの利用及び招集通知の英訳を予定しております。

【補充原則４－１② 中期経営計画へのコミットメント】

当社が属するIT業界は、技術や環境の変化が早く、計画見直しの頻度が比較的高いことから、現時点では外部への開示を予定しておりません
が、中期経営計画の開示は重要であると認識しており、上場後は開示の有無について検討してまいります。

なお、当社では中期経営計画を策定しており、開示の有無にかかわらず、中期経営計画の実現に向けて最善の努力を行ってまいります。また中
期経営計画の公表後に当該目標が未達に終わった場合は、その原因や自社が行った対応の内容を十分に分析し、株主に説明を行うとともに、そ
の分析を次期以降の計画に反映させるよう努めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４ 政策保有株式】

当社は、原則として、いわゆる政策保有株式を保有しません。

ただし、中長期的に当社の企業価値向上に資すると判断された場合、保有することがあります。

現在、資本業務提携契約に基づき、製造業分野における技術面及び営業面での協業を目的として、1社の上場会社株式を保有しております。継
続保有の適否及び議決権行使については、協業の進捗状況を保有目的に照らした上で、取締役会で決定いたします。

【原則１－７ 関連当事者間の取引】

取締役と会社との利益相反取引、取締役の競業取引及び会社と関連当事者間の取引（グループ会社間取引を除く）を行う場合には、法令及び社
内規程に基づき、複数の独立社外取締役を含む取締役会において審議した上で、承認を得ることとしております。

また、利益相反取引を事前審査する任意の委員会として、独立社外取締役及び、独立社外取締役が協議により指名する当社取締役以外の者を
特別委員とする特別委員会を設置しており、特別委員会規程に基づき運用しております。

【原則２－６ 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社には、現時点で企業年金はございません。

【原則３－１ 情報開示の充実】

（ⅰ）当社ビジョンについては、「Empower Data, Innovate the Business, Shape the Future.情報に価値を、企業に変革を、社会に未来を。」と定めて

おり、ホームページで公表しております。また、当社は中期経営計画を策定しておりますが、上場後の株価形成をミスリードしてしまう懸念等を理由
に、現時点では開示しておりません。上場後は、中期経営計画の開示について検討してまいります。

（ⅱ）本報告書の「Ⅰ １ 基本的な考え方」をご参照ください。

（ⅲ）本報告書の「Ⅱ １【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

（ⅳ）取締役の選任については、人格・識見に優れ、当社の取締役として相応しい豊富な経験・専門性を有する人物を候補者としております。当社
が求める専門性については「補充原則４－１１①　取締役全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性、規模に関する考え方」をご参照くださ
い。監査役の選任については、業務執行者からの独立性が確保できるか、公正不偏の態度を保持できるかなどを勘案して、監査役としての適格
性を慎重に検討した上で行っております。

また、取締役並びに執行役員の選解任及びその評価・基準については、取締役会もしくは代表取締役の諮問機関として、過半数を独立性のある
社外役員で構成される指名・報酬委員会を設置し、答申を行っております。

取締役及び監査役の解任に関しては、詳細な要件を定義しておりませんが、当社の取締役及び監査役としてふさわしくないと判断された場合、社
外役員を中心とする指名・報酬委員会の答申を得たうえで、当該役員の解任について審議するものとしております。

（ⅴ）取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明については、上場後、株主総会参考書類に選解任の理由を記
載してまいります。

【補充原則４－１① 経営陣に対する委任の範囲】

当社の取締役会では、法令・定款に定める事項のほか、取締役会規程に定める重要な事項について、決定することとしております。取締役会での
決議を要しない事項については、「職務権限規程」及び「職務権限基準表」に基づき、経営陣に権限委譲しております。

また、執行役員制度を採用することで、経営の意思決定・監督を担う取締役会と、個別の業務執行を担当する執行役員が機能分担し、機動的か
つ効率的な意思決定と業務執行を行う体制を構築しております。



【原則４－９ 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

社外取締役及び社外監査役に関しては、会社法や東京証券取引所が定める独立役員基準に照らし、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、
客観的な監督・監査等の役割が期待できる者を候補者としております。

【補充原則４－１１① 取締役全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性、規模に関する考え方】

当社は、取締役会が経営、事業等に関する豊富な経験と高い知見、専門知識を有する取締役で構成されることが望ましいと考えております。

また、当社の取締役に必要とされる専門性については、「経営経験」、「IT」、「法務」、「財務／会計／税務」、「コーポレート・ガバナンス」等を重視し
ております。

【補充原則４－１１② 役員が他の上場会社の役員を兼任する場合における兼任状況】

当社の取締役及び監査役につきましては、取締役会や監査役会への出席率も高く、適切に責務を果たすために必要な時間・労力を確保できてい
ると考えております。また、他の上場会社の兼任社数は合理的な範囲であると判断しており、兼任状況については事業報告または株主総会参考
書類に掲載してまいります。

【補充原則４－１１③ 取締役会の実効性評価】

当社は取締役会の実効性確保及び機能向上を目的として、2020年3月に取締役会の実効性評価を実施いたしました。

本評価のプロセス及び結果概要は以下の通りです。

1.分析・評価プロセス

第三者機関の助言を得て、すべての取締役及び監査役並びに執行役員に対する無記名方式のアンケートを実施いたしました。アンケート結果は
第三者機関からの分析・評価の報告を踏まえ、取締役会においてその結果について議論・評価を行いました。

2.実効性評価の結果概要

取締役会において社外役員を含めた議論・審議が十分になされている、社外役員へのサポート体制が整備されている等の評価が得られており、
取締役会の実効性が確保されていることを確認いたしました。

一方で、取締役会における議事進行の効率化や権限の委譲に関する意見が出され、取締役会の実効性の更なる向上に向けた課題についても共
有いたしました。

今後、当社では本評価結果を踏まえ、課題について十分な検討を行ったうえで迅速に対応し、取締役会の機能を高める取り組みを継続的に進め
てまいります。

【補充原則４－１４② 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】

社内役員向けに「危機管理・リスクマネジメント」や「インサイダー取引防止」に関する研修会を実施しております。今後は社外役員も対象に含め、
計画的に研修を実施していく予定です。

【原則５－１、補充原則５－１② 株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、以下の方針に基づき、株主との建設的な対話を促進しております。

（ⅰ）当社では執行役員CFOがIR担当役員として株主・投資家とのコミュニケーションを統括しております。

（ⅱ）建設的な対話が実現するように目配りを行うことで、関連部門が適切に連携しております。

（ⅲ）決算説明会やアナリスト説明会、ホームページでの情報開示の充実等を計画しております。

（ⅳ）IR活動のフィードバックについては、適宜、取締役会に報告し、必要なものについては対応を行っていく予定です。

（ⅴ）インサイダー情報については、内部者取引管理規程に基づき管理を行い、情報漏洩が発生しない体制を構築しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

IW.DXパートナーズ株式会社 7,643,470 24.90

東芝デジタルソリューションズ株式会社 4,604,700 15.00

Sansan株式会社 2,394,800 7.80

モノリス有限責任事業組合 1,400,000 4.56

株式会社PKSHA Technology 1,174,900 3.83

鈴与株式会社 537,300 1.75

合同会社PKSHA Technology Capital 360,000 1.17

株式会社データ・アプリケーション 214,200 0.70

株式会社タケオホールディングス 71,400 0.23

ウイングアーク１ｓｔ従業員持株会 67,400 0.22

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

大株主の状況は、上場に際して行った公募・売出し及び貸株取引を把握可能な範囲で反映したものとなっており、当該公募・売出しによって株式
を取得した株主の状況は反映しておりません。

大株主の状況における所有株式数の割合は、自己株式を除いて算出しております。



３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 2 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 9 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 6 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

諸星 俊男 他の会社の出身者

山澤 光太郎 他の会社の出身者

堀内 真人 他の会社の出身者 △

寺田 親弘 他の会社の出身者 △

山田 和広 他の会社の出身者 △

島田 太郎 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

諸星 俊男 ○ ―

日系IT企業及び外資系IT企業での豊富な経営
経験と当社ビジネスに関する深い見識を有して
おり、当社の経営に関してグローバルな視点か
ら様々な提言を行って頂きたく、選任しておりま
す。

なお、取引所が定める独立性の要件を満たし
ており、一般株主との利益相反が生じる恐れが
ないと判断したことから、独立役員に指定いた
しました。



山澤 光太郎 ○ ―

日本銀行及び日本取引所グループでの豊富な
経験と上場企業としてのコーポレート・ガバナン
スに関する見識を有しており、多様な視点から
の経営全般関する助言及び適切な監督機能を
果たしていただくことを期待し、選任しておりま
す。なお、同氏は取引所が定める独立性の要
件を満たしており、一般株主との利益相反が生
じる恐れがないと判断したことから、独立役員
に指定いたしました。

堀内 真人 　

堀内真人氏は過去、当社株式の24.90％
を保有する主要株主であるIW.DXパート
ナーズ株式会社の代表取締役社長であり
ました。

伊藤忠商事株式会社でのグローバルビジネス
に関する豊富な知見と経験を有しており、当社
の経営に関してグローバルな視点から様々な
助言を行っていただくことを期待し、選任してお
ります。

寺田 親弘 　
寺田親弘氏は、当社株式の7.80％を保有
する株主であるSansan株式会社の代表取
締役社長であります。

Sansan株式会社でのクラウドビジネスに関する
豊富な知見と経験を有しており、当社の経営全
般とクラウドビジネスの観点から有用な助言を
行っていただくことを期待し、選任しておりま
す。

山田 和広 　

山田和広氏は当社株式の39.84％を保有
する主要株主であるCJP WA Holdings,

L.P.の運営を行うカーライル・ジャパン・エ
ルエルシーの日本における代表及びマ
ネージングディレクターでありますが、当
社株式の新規上場に伴う売出しにより、
CJP WA Holdings, L.P.は主要株主に該当

しないこととなりました。

グローバルファンドの日本における代表及びマ
ネージングディレクターとしての幅広い経験に
基づき、企業価値向上の観点から、当社の経
営上有用な発言を適宜行っております。

島田 太郎 　

島田 太郎氏は当社株式の15.00％を保有

する主要株主である東芝デジタルソリュー
ションズ株式会社の取締役社長でありま
す。

東芝デジタルソリューション株式会社での豊富
な経験と幅広い見識に基づき、経営全般とデー
タビジネスの観点から有用な助言を行っていた
だくことを期待し、選任しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 5 2 2 3 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 5 2 2 3 0 0
社外取
締役

補足説明

当社は、取締役の選解任及びその評価・基準、報酬、代表取締役社長の後継者計画等において、独立性・透明性を確保し、当社グループの経営
に対する監督機能を強化し、また取締役・執行役員候補者の選任・育成を担うことで経営基盤の強化に資することを目的として、任意の機関として
指名・報酬委員会を設置しています。取締役の選解任及び報酬等は、当該委員会に事前に諮問し、その答申を最大限尊重して取締役会で決定し
ています。

当該委員会の構成は、委員の員数は3名以上7名以下とし、当社の代表取締役及び取締役会長、社外取締役、社外監査役の中から取締役会の
決議により選任しております。なお、当該委員会は社外取締役が過半数となるように選任するものとしております。

　現委員：社外取締役　山田和広（委員長）、社外取締役　諸星俊男、社外取締役　山澤光太郎

　　　　　 取締役会長　内野弘幸、代表取締役社長兼CEO　田中潤

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況



当社はEY新日本監査法人との間で監査契約を締結し、会計監査を受けております。また内部監査部門として内部監査室を設置しております。

監査役、会計監査人であるEY新日本監査法人、内部監査室が監査を有効かつ効率的に実施するため、各監査計画や監査実施状況について適
宜情報交換を実施し、情報の共有に努めております。具体的には四半期に1回、3者間でミーティングを実施し、連携を図っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

芳賀 研二 他の会社の出身者

大江 修子 弁護士 ○

浅枝 芳隆 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

芳賀 研二 ○ ―

上場企業での豊富な経営経験及び監査役とし
ての経験を有しており、コーポレート・ガバナン
ス強化の観点から適切な助言を頂きたく、選任
しております。

なお、取引所が定める独立性の要件を満たし
ており、一般株主との利益相反が生じる恐れが
ないと判断したことから、独立役員に指定いた
しました。

大江 修子 ○

大江 修子氏がパートナーを務めるTMI総

合法律事務所は、当社の顧問弁護士が
所属している弁護士事務所です。

弁護士として法律に関する高い経験と見識を
有しており、社外監査役としての監査機能の実
効性を高めて頂きたく、選任しております。

なお、取引所が定める独立性の要件を満たし
ており、一般株主との利益相反が生じる恐れが
ないと判断したことから、独立役員に指定いた
しました。

浅枝 芳隆 ○ ―

会計士として会計に関する高い経験と見識を
有しており、社外監査役として監査機能の実効
性を高めて頂きたく、選任しております。

なお、取引所が定める独立性の要件を満たし
ており、一般株主との利益相反が生じる恐れが
ないと判断したことから、独立役員に指定いた
しました。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名



その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

下記、「報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員、子会社の取締役

該当項目に関する補足説明

下記、「報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

〈役員区分ごとの報酬等及び対象となる役員の員数〉

　　　　　役員区分　　　　　　　報酬等の総額（千円）　　　対象となる役員の員数（人）

取締役（社外取締役を除く）　122,954　　　　　　　　　　　 2

監査役（社外監査役を除く）　―　　　　　　　　　　　　　　　―

社外取締役　　　　　　　　　　　20,016　　　　　　　　　　　　3　

社外監査役　　　　　　　　　　　24,000　　　　　　　　　　　　4

※上記は2020年2月期の報酬額となります。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社の取締役（非常勤取締役は除く）の報酬はａ．固定報酬である基本報酬、ｂ．ストックオプション、ｃ．業績連動賞与で構成されています。非常勤
取締役及び監査役は原則、基本報酬のみで構成されています。報酬額の決定に際しては、過半数が社外役員で構成される指名・報酬委員会に
事前に諮問することとしております。当社の取締役の報酬限度額は2016年10月14日開催の臨時株主総会において年額550百万円以内（支給対象
は定款上の取締役の員数の上限９名）と決議いただいております。当社の監査役の報酬限度額2018年３月１日開催の臨時株主総会において、年
額50百万円以内（支給対象は定款上の取締役の員数の上限５名）と決議いただいております。

2020年2月期の取締役の報酬等の決定過程における指名・報酬委員会は、７回開催しており、取締役の固定報酬及び業績連動報酬の額並びに
取締役の報酬にかかる決定方針(業績連動報酬に係る指標や目標等)等について審議及び決議いたしました。

ａ．基本報酬

取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において取締役会で決定し、監査役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度
内において監査役会で決定しております。なお、当社の制定する規程において、役員ごとの報酬の算定方法を定めております。常勤取締役の報
酬につきましては、業務執行の職責をもとに定める等級別にあらかじめ定められた報酬を支給するものとし、非常勤取締役の報酬につきまして
は、取締役の社会的地位、会社への貢献度及び就任の事情等を総合的に勘案して決定しております。

ｂ．ストックオプション

取締役の報酬と当社グループの業績及び株式価値の連動性を明確にし、株主との価値共有を高めるため、ストックオプションを割り当てておりま
す。

ｃ．業績連動賞与

株主総会が決定する報酬総額の範囲内において取締役会で決定しております。当社の制定する規程において、役員ごとの賞与の計算方法を定
めております。

具体的には、業績との連動性を高めることを目的とし、売上・利益等の定量項目や、業務執行における定性項目から構成される評価に基づき、各
取締役の賞与を決定するものとしております。賞与に占める定量項目と定性項目の標準的な割合は8：2となっています。

業績連動に係る定量項目の業績目標は、連結売上収益及び連結調整後EBITDAとしております。2020年2月期につきましては、連結売上収益は
計画18,600百万円、実績18,677百万円、連結調整後EBITDAは計画7,030百万円、実績7,128百万円となり、いずれの業績目標も達成いたしまし
た。

なお、非常勤取締役及び監査役には原則賞与を支給しておりません。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】



議題の具体的な内容を十分に理解した上で取締役会に臨めるよう、取締役会事務局が社外取締役及び社外監査役に対し、取締役会資料を事前
に送付し、必要に応じて補足説明等を行っております。

また監査役会事務局を設置しており、社外監査役の情報収集や調査等をサポートしております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

ａ．取締役会

取締役会は8名の取締役（うち6名が会社法第2条第15号に定める社外取締役）で構成され、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて
臨時取締役会を開催しております。取締役会では、代表取締役社長兼CEOの田中潤を議長とし、法令で定められた事項、及び経営に関する重要
な事項を決定するとともに、当社グループ全般に係る経営課題に対処し、業務の執行状況を監督する機関と位置付けております。また、迅速な意
思決定が必要となる事項が生じた場合には、随時取締役会を開催し、充分な議論の上で経営の意思決定を行っております。

ｂ．監査役会

監査役会は3名の監査役（全員が会社法第2条第16号に定める社外監査役、うち１名が常勤監査役）で構成され、原則として1ヶ月に1回開催して
おり、監査役会の議長は常勤監査役が務めております。監査方針及び監査計画に基づき取締役の職務執行等の監査を行っております。業務監
査においては取締役会への出席のほか、常勤監査役はグループ会社で開催されているものを含め、重要な会議に出席し、取締役の職務遂行に
ついて厳正な監視を行うとともに、積極的に意見を述べており、意思決定の過程や取締役の業務執行状況について確認ができる運営体制となっ
ております。また、書類の閲覧等を通じ内部統制システムの運用状況を監査しております。

ｃ．会計監査人

会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、決算内容について監査を受けております。

ｄ．執行役員

業務執行機能と意思決定・監督機能の役割を分担し、意思決定権限及び責任の明確化並びに機動的な業務執行の実現を目的として、いわゆる
執行役員制度を導入しております。

ｅ．経営会議

常勤取締役と執行役員が出席する経営会議を原則として週1回開催し、取締役会決議により委任された重要な業務執行の全部又は一部及びそ
の他の業務執行に関する事項等について審議・決定し、迅速な経営判断と効率化を図っております。なお、経営会議の議長は代表取締役社長兼
CEOが務めております。

ｆ．その他

取締役による利益相反取引の承認等に際しての事前諮問について、当該諮問内容を調査・審議し、取締役会又は取締役会により権限を委任され
た代表取締役社長その他の取締役に対して答申を行うことを目的として特別委員会を設置しております。特別委員会の人数は3名以上とし、独立
性及び透明性を確保し、経営に関する監督機能を強化するために、社外取締役及び社外取締役がその協議により指名する当社取締役以外の者
で構成されております。また任意の指名・報酬委員会を設置しております。当該委員会の委員の構成、目的等につきましては「任意の委員会の設
置状況、委員構成及び委員長（議長）の属性」及びその「補足説明」をご参照ください。

この他、代表取締役社長の所管する委員会として、情報資産の管理を行う情報セキュリティ委員会、コンプライアンスを含むリスク管理を行うリス
ク・コンプライアンス委員会を設置しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

経営の透明性や健全性を確保するとともに、意思決定の迅速化を図るために現在のコーポレート・ガバナンス体制を採っております。監査役制度
を採用しておりますが、業務執行機能と意思決定・監督機能の役割を分担するために、執行役員制度を設けるとともに、社外取締役を中心に構成
する指名・報酬委員会を任意の機関として設置することにより、経営に対する監督機能を強化することを企図しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 法定期日より早期に発送できるよう努めてまいります。

集中日を回避した株主総会の設定 当社の株主総会はいわゆる「総会集中日」を避ける日程での開催を検討してまいります。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社ホームページ内に開設するIRページでの公表を検討しております。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

定期的にアナリスト・機関投資家向け説明会の開催を予定しております。 あり

IR資料のホームページ掲載 当社IRページでの掲載を予定しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 IR担当が属するCFO室を設置しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社では「コンプライアンス＆法務マニュアル」により、ステークホルダーの立場を尊重する
ことを定めています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施 CSR 推進委員会を設置し、社会貢献活動プログラムに取り組んでいます。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社では「コンプライアンス＆法務マニュアル」により、株主、取引先等のステークホルダー
に対する適切な情報公開を行うことを定めております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

①取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当社の社会的責任及び企業理念を全うするため、基本的なコンプライアンス体制を明確化するとともに、コンプライアンスを企業風土に醸成する
ことを目的とするコンプライアンスガイドラインを定める。

・法令、通達違反、非倫理的行為等に付随するコンプライアンスリスクを含め、業務リスクに関するリスク管理を行う組織として、代表取締役社長を
委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、法令及び定款の遵守体制を強化する。

・法令違反行為等を早期発見し、適切に対応するための体制として、コンプライアンス相談ラインを設置する。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役の職務の執行に係る重要文書（電磁的記録を含む。）は、関連資料とともに、法令及び文書管理規程に従い保存する。

・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理体制を強化するために、ISO27001の要求事項に基づく情報セキュリティマネジメントシステムの
運用とその改善に努める。

・情報資産の管理体制の実効性を高めるために、情報セキュリティ委員会を設置する。

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当社の事業の目的達成を確実なものとするため、平常時におけるリスク管理体制及び、事故が発生又はその蓋然性が高まった場合における緊
急事態対応体制を整備するために、リスク管理基本規程を制定する。

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、取締役会規程を制定し、当該規程において取締役会の運営に関する事項を定
めることとする。

・各取締役の所管業務を効率的に統括管理するために、組織規程、職務分掌規程及び職務権限規程を制定し、各規程において業務遂行の責任
体制を明確にするとともに業務の組織的な運営体制を構築することとする。

⑤当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

・グループ会社管理規程において、当社グループ各社における業務の管理手続きを制定することとする。

・当社の内部監査室は、当社における業務の適正を確保するために、子会社及び関連会社の内部監査を実施することとする。

⑥監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人及び取締役からの独立性に関する事項

・監査役が、その職務を補助する使用人の配置を求めた場合は、監査役と取締役が協議のうえ、専任者若しくは兼務者を置くこととし、人選につい
ても、同様に協議するものとする。

・監査役の職務を補助する使用人につき、監査役より監査業務に必要な指示・命令を受けた場合、その指示・命令に関して取締役の指揮命令を
受けないものとする。

・監査役の職務を補助する使用人の人事に関する事項については、監査役と事前に協議するものとする。

⑦取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

・取締役及び使用人は、取締役会等の重要な会議において、その担当業務の執行状況の報告を行うこととする。

・取締役は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監査役に報告を行うこととする。

・監査役は、必要に応じて取締役及び使用人に対し、業務執行状況に係る報告を求めることができる。

・監査役は、重要な議事録、稟議書類等を常時閲覧できるものとする。

⑧その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・代表取締役社長、会計監査人、内部監査室等は、それぞれ定期的及び随時に監査役と意見交換を実施することとする。

⑨リスク管理体制の整備の状況

当社は、リスク管理基本規程を制定し、平常時におけるリスク管理計画を策定し、リスク・コンプライアンス委員会がモニタリングするとともに、有事
の際の緊急事態対応体制を予め整備し、リスクの未然防止と軽減に努めております。

また、顧客企業の機密情報の管理の徹底と個人情報保護のため、セキュリティポリシー及び各種運用ルールの策定及び導入、また役員及び従業
員に対する教育プログラムを実施しております。

その他、法令・諸規則遵守の強化を図り、倫理観を高め良識ある行動の維持、向上のため、役員及び従業員に対する教育プログラムを実施して
おります。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社では、反社会的勢力からの関与を断固として拒絶し、これらの活動を助長するような行為は一切行わず、これらの勢力に対しては、会社をあ
げて毅然とした姿勢で対決することを基本方針とし、「反社会的勢力対応規程」を整備し、反社会的勢力との一切の関係を排除するための組織体
制を構築しております。また実務上の業務マニュアルとして「反社会的勢力排除に関するマニュアル」を整備しております。

反社会的勢力の排除に関する最高責任者はリスク管理統括責任者、実際の業務における責任者を総務部長とし、万一、不当要求等の接触が
あった場合には警察等の外部専門機関と相談し、適切な措置を講じることができる体制を構築しております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

・適時開示体制に関する取り組み

投資者が当社への投資価値を的確に判断するために必要な会社情報を適時適切に開示することを基本方針として、迅速にディスクローズできる
体制を構築しております。

適時開示に関する教育に関しては、役員・従業員(連結子会社の役員・従業員を含む)に対して重要会議及び研修会等の機会をとらえて適時開示
の対象となる重要事実について周知徹底を図る予定です。

また、株主が当社グループに関する主な情報を公平にかつ容易に取得し得る機会を確保するため、当社ホームベージ上に四半期及び通期の連
結財務諸表といった法定開示書類のみならず、その他株主の利害に直接的影響を及ぼすと思われる情報、決定及び発生事実情報等について随
時掲載する予定です。タイムリーな対応をすべく、可能な限り迅速かつ分かりやすい情報開示に努めてまいります。

下記はコーポレート・ガバナンス及び適時開示体制の概要に係る模式図です。




